
要
旨

飛
鳥
井
家
は
『
新
古
今
和
歌
集
」
撰
者
の
一
人
で
あ
る
雅
経
を
祖
と
す
る
和
歌
・
蹴
鞠
の
家
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
飛
鳥
井
家
の
当
主
と
周

辺
に
お
け
る
蹴
鞠
の
伝
授
書
の
整
理
分
析
を
中
心
に
行
っ
た
。

飛
鳥
井
家
に
よ
る
蹴
鞠
伝
授
書
は
、
現
在
確
認
し
た
限
り
で
は
、
早
く
は
応
永
一
六
年
（
一
四
○
九
）
の
雅
縁
の
も
の
か
ら
、
慶
長
一
八
年

（
一
六
一
三
）
の
雅
庸
ま
で
計
三
七
種
類
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
の
伝
授
奥
書
に
は
、
対
象
や
伝
授
の
状
況
な
ど
も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多

く
、
飛
鳥
井
家
と
門
弟
と
の
関
わ
り
や
動
向
に
つ
い
て
知
る
手
が
か
り
と
な
る
。
そ
の
分
析
か
ら
、
飛
鳥
井
家
が
室
町
か
ら
近
世
に
か
け
て
の

長
期
に
わ
た
り
、
公
家
や
守
護
大
名
、
地
方
武
士
に
至
る
広
い
階
層
に
伝
授
を
行
っ
て
い
た
こ
と
や
、
地
方
下
向
中
の
伝
授
や
口
伝
を
筆
記
し

た
も
の
な
ど
の
様
々
な
伝
授
形
式
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
被
伝
授
者
の
中
に
は
飛
鳥
井
家
の
和
歌
の
門
弟
と
し
て
の
事
跡
も
残

っ
て
い
る
人
物
も
い
る
た
め
、
そ
の
他
の
蹴
鞠
伝
授
者
の
場
合
も
同
様
に
和
歌
の
門
弟
で
あ
っ
た
可
能
性
を
考
え
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

被
伝
授
者
の
中
に
は
そ
の
詳
細
が
判
然
と
し
な
い
人
物
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
が
、
む
し
ろ
本
資
料
の
紹
介
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
事
実
も

あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

蹴
鞠
伝
授
書
か
ら
見
た
室
町
・
戦
国
期
に
お
け
る

飛
烏
井
家
と
そ
の
周
辺

山
本
啓
介
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飛
鳥
井
家
は
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
撰
者
の
雅
経
を
祖
と
し
、
和
歌
と
蹴
鞠
の
家
と
し
て
中
世
・
近
世
を
通
し
て
そ
の
地
位
を
保
ち
続

け
た
。
筆
者
は
先
の
拙
稿
に
お
い
て
、
室
町
期
の
飛
鳥
井
家
当
主
達
が
、
和
歌
会
の
作
法
害
を
増
補
改
訂
し
な
が
ら
門
人
達
に
伝
授
し
て

（
１
）

い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
、
彼
ら
は
蹴
鞠
に
お
い
て
も
作
法
害
の
伝
授
を
行
っ
て
い
て
、
こ
の
二
つ
は
領
域
が
違
う
の
で
、
当
然
そ
の

（
２
）

内
容
は
異
な
る
の
だ
が
、
伝
授
書
と
し
て
の
性
質
に
つ
い
て
は
共
通
す
る
部
分
も
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。

本
稿
は
、
先
の
拙
稿
で
は
詳
し
く
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
、
飛
鳥
井
家
の
蹴
鞠
伝
授
書
に
つ
い
て
の
整
理
・
紹
介
を
行
う
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
蹴
鞠
伝
授
害
は
、
文
学
的
要
素
は
希
薄
で
あ
り
、
本
稿
は
文
学
作
品
研
究
と
い
う
点
で
は
大
き
な
意
味
を
な
さ
な
い
も

の
と
も
思
わ
れ
る
が
、
飛
鳥
井
家
の
当
主
と
そ
の
門
人
達
の
活
動
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
資
料
と
い
う
点
で
、
文
学
史
及
び
文
化
史
研
究

上
で
は
相
応
の
意
義
を
有
す
る
も
の
と
判
断
し
、
こ
こ
に
ま
と
め
る
こ
と
と
し
た
。

こ
れ
ま
で
に
私
に
調
査
し
た
飛
烏
井
家
の
当
主
及
び
そ
の
近
辺
の
人
物
に
よ
る
蹴
鞠
伝
授
害
の
概
要
を
本
文
末
の
表
に
ま
と
め
た
。
こ

れ
ら
の
書
の
多
く
は
伝
授
奥
書
に
よ
り
伝
授
者
（
著
者
）
と
伝
授
対
象
及
び
伝
授
の
年
次
が
確
認
で
き
る
。
表
は
そ
の
伝
授
年
次
に
基
づ

い
て
並
べ
た
も
の
で
、
整
理
の
た
め
上
か
ら
順
に
番
号
を
付
し
て
あ
る
。

関
連
す
る
飛
鳥
井
家
の
主
要
人
物
に
つ
い
て
の
系
図
を
次
の
頁
に
載
せ
て
お
く
。

は
じ
め
に
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奥
書
に
、

飛
烏
井
雅
縁
は
延
文
三
年
（
一
三
五
八
）
～
正
長
元
年
（
’
四
二
八
）
一
○
月
二
日
、
七
一
歳
で
没
。
将
軍
足
利
義
満
の
信
任
を
得
て
、

飛
烏
井
家
の
歌
壇
に
お
け
る
地
位
向
上
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
人
物
で
あ
る
。
法
名
は
宋
雅
。

雅
縁
の
蹴
鞠
伝
授
害
は
次
の
１
．
２
が
確
認
で
き
る
。

（
３
）

１
「
蹴
鞠
条
々
大
概
（
イ
本
）
」

（
４
）

平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（

本
稿
で
主
た
る
問
題
と
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
伝
授
奥
書
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
飛
鳥
井
家
と
門
弟
と
の
関
わ
り
と
、
そ
の
動
向
に

つ
い
て
で
あ
る
。
次
節
以
降
は
伝
授
者
ご
と
に
分
け
て
、
そ
の
詳
細
を
見
て
行
く
。

右
此
一
巻
所
し
奉
レ
授
二
勘
解
由
小
路
三
位
入
道
一
也
、
然
而
猶
数
ヶ
之
秘
説
等
有
し
之
、
随
二
御
稽
古
之
次
第
『
重
可
レ
奉
レ
聴
二
口
伝
一

雅
経
ｌ
〈
略
〉
Ｉ
雅
縁
ｌ
雅
世
雅
親
Ｉ
雅
俊
ｌ
雅
綱
ｌ
雅
教
ｌ
雅
敦
ｌ
雅
庸

辰
栄
雅
）
（
雅
春
）

（
宋
雅
）

雅
康

（
宋
世
）

一
、
飛
鳥
井
雅
縁
（
宋
雅
）
の
蹴
鞠
伝
授

（
一
ハ

一
八
八
・
三
・
六
八
）
。
巻
子
本
一
軸
。
．
、
身
体
事
／
書
云
凡
人
の
…
」
よ
り
始
ま
る
計
一
○
箇
条
。

※
丸
括
弧
（
）
内
は
別
名
（
別
号
）
。
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応
永
十
六
年
二
月
十
七
日
沙
弥
宋
雅
判

と
あ
り
、
さ
ら
に
別
筆
で
飛
鳥
井
雅
綱
の
も
の
と
見
ら
れ
る
加
証
奥
書
が
あ
る
。
「
勘
解
由
小
路
三
位
入
道
」
は
、
斯
波
義
将
を
指
す
と

見
ら
れ
る
。
義
将
は
足
利
義
詮
・
義
満
・
義
持
の
三
代
の
将
軍
に
執
事
・
管
領
と
し
て
仕
え
た
幕
府
の
宿
老
。
入
道
し
て
法
苑
寺
道
将
、

勘
解
由
小
路
殿
と
も
呼
ば
れ
た
。
応
永
一
七
年
五
月
に
六
一
歳
で
没
。
雅
縁
の
家
集
『
晴
月
集
』
に
は
応
永
二
年
時
の
両
者
の
贈
答
歌
も

見
え
、
義
将
が
勧
進
し
た
住
吉
社
法
楽
和
歌
を
、
雅
縁
邸
で
披
講
す
る
（
吉
田
家
日
次
記
・
応
永
九
年
四
月
二
七
日
条
）
な
ど
、
以
前
か

ら
和
歌
の
門
弟
と
し
て
も
雅
縁
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
義
将
の
位
は
正
四
位
下
ま
で
で
あ
っ
た
の
で
、
「
三

２
「
蹴
鞠
条
々
大
概
可
存
知
事
」
（
イ
本
）

平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
七
二
）
。
巻
子
本
一
軸
。
冒
頭
．
、
鞠
根
源
事
／
書
云
蹴
鞠
は
三
国
翫
好
の
芸
…
」

よ
り
始
ま
る
計
二
箇
条
。
本
奥
書
に
「
右
此
一
巻
者
所
レ
奉
レ
授
二
管
領
芯
餓
鮒
督
也
（
略
）
応
永
三
十
五
年
三
月
一
一
士
一
百
宋
雅
判
」

と
あ
り
、
さ
ら
に
康
正
三
年
の
書
写
奥
書
が
あ
る
転
写
本
。
ま
た
、
文
明
一
○
年
三
月
九
日
の
栄
雅
の
加
証
奥
書
も
付
さ
れ
て
い
る
。

「
管
領
肱
鮒
朏
督
」
は
、
畠
山
満
家
で
あ
る
。
満
家
は
、
義
満
に
は
疎
ま
れ
て
不
遇
で
あ
っ
た
が
、
義
満
没
後
は
畠
山
の
家
督
を
相
続
し
、

応
永
三
五
年
（
一
四
二
八
）
当
時
は
再
度
の
管
領
の
職
に
あ
っ
た
。
永
享
五
年
（
一
四
三
三
）
九
月
に
六
二
歳
で
没
。

位
」
と
あ
る
点
は
不
審
で
あ
る
。

伝
本
は
他
に
内
閣
文
庫
本
（

国
会
図
書
館
本
（
二
○
二
・
五
参

者
也
（
略
）

凹
閣
文
庫
本
（
一
九
九
・
二
六
一

（
二
○
二
・
五
九
）
が
あ
る
。

（
５
）

〈
「
蹴
鞠
抄
物
部
類
」
内
〉
）
、
東
北
大
学
狩
野
文
庫
本
（
狩
五
・
一
七
三
七
○
）
、
国
立

-121-



平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
六
八
）
。
巻
子
本
一
軸
。
外
題
「
蹴
鞠
条
々
口
伝
」
（
本
文
と
は
別
筆
）
、
袖
に
「
雅
親

卿
」
と
あ
る
。
内
題
ナ
シ
。
冒
頭
．
、
鞠
事
／
白
常
用
し
之
、
煉
鞠
同
し
前
、
博
鞠
自
レ
春
至
二
五
月
中
旬
一
最
用
し
之
有
二
口
伝
一
…
」
よ

り
始
ま
る
計
一
二
箇
条
。
奥
書
は
「
右
条
々
口
伝
等
於
二
濃
州
革
手
一
奉
レ
授
二
持
是
院
三
位
法
印
妙
椿
御
房
一
了
／
文
明
五
年
三
月
十
七
日

／
正
二
位
雅
親
〈
花
押
〉
」
と
あ
り
、
花
押
・
筆
跡
か
ら
雅
親
自
筆
の
原
本
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
詳
細
は
次
の
４
「
革
銅
抄
」
と

併
せ
て
述
べ
る
。

世
の
著
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。

雅
親
は
雅
世
の
子
で
、
雅
縁
の
孫
。
応
永
二
三
年
（
一
四
一
七
）
～
延
徳
二
年
（
一
四
九
○
）
、
七
四
歳
で
没
。
法
名
は
栄
雅
。
『
新
続

古
今
和
歌
集
』
撰
者
と
な
っ
た
父
雅
世
の
跡
を
継
ぎ
、
歌
鞠
の
指
導
者
的
立
場
を
保
持
し
た
。
雅
親
に
よ
る
蹴
鞠
伝
授
書
は
次
の
３
．
４
．

９
．
ｕ
が
あ
る
。
な
お
、
父
雅
世
は
和
歌
で
の
事
跡
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
が
、
今
回
問
題
と
し
て
い
る
蹴
鞠
伝
授
書
に
関
し
て
は
、
雅

１
「
蹴
鞠
条
々
大
概
」
に
は
や
や
不
審
な
点
が
残
る
も
の
の
、
一
応
信
ず
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
二
言
は
雅
縁
が
室
町
幕
府
の
管
領

級
の
要
職
の
も
の
に
伝
授
し
た
も
の
で
あ
る
。
‐

４
「
革
勾
抄
」

３
「
蹴
鞠
条
々
口
伝
」

二
、
飛
鳥
井
雅
親
（
栄
雅
）
の
蹴
鞠
伝
授
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平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
六
八
）
。
巻
子
本
一
軸
。
転
写
本
。
外
題
「
革
霜
抄
」
（
後
）
、
袖
に
「
雅
親
卿
記
」
と

あ
る
。
内
題
ナ
シ
。
上
部
に
欠
損
が
あ
り
、
総
箇
条
数
は
不
明
。
冒
頭
「
□
□
口
四
日
第
一
口
也
随
所
…
」
。
奥
書
は
「
右
条
々
口
伝
等

於
二
濃
州
革
手
一
奉
レ
授
二
持
是
院
三
位
法
印
妙
椿
御
房
一
了
／
文
明
五
年
三
月
十
七
日
／
正
三
位
雅
親
判
」
と
あ
る
。

３
．
４
は
内
容
は
別
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
も
に
文
明
五
年
（
一
四
七
三
）
三
月
一
七
日
に
、
雅
親
が
下
向
先
の
美
濃
革
手
に
お

い
て
斎
藤
妙
椿
に
伝
授
し
た
旨
の
奥
書
を
有
す
る
。
雅
親
は
同
年
一
月
二
六
日
に
は
甘
露
寺
親
長
邸
で
の
十
五
首
続
歌
に
参
会
し
て
い
る

（
親
長
卿
記
・
同
日
条
）
の
で
、
同
地
へ
の
下
向
は
そ
れ
以
後
と
見
ら
れ
る
。

妙
椿
は
美
濃
国
守
護
代
で
、
応
仁
・
文
明
の
乱
で
の
西
軍
の
実
力
者
で
あ
り
、
乱
中
に
は
多
く
の
公
家
が
美
濃
へ
と
下
向
し
て
い
た
。

一
条
兼
良
『
藤
河
の
記
』
も
丁
度
同
じ
文
明
五
年
に
、
美
濃
の
妙
椿
の
も
と
へ
の
旅
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
六
九
）
。
袋
綴
一
冊
。
合
写
本
（
「
革
勾
条
々
」
イ
本
の
内
）
。
外
題
「
革
勾
条
々
」
。
内

題
「
蹴
鞠
条
々
」
。
冒
頭
「
庭
作
事
／
鞠
庭
の
ひ
ろ
さ
…
」
よ
り
始
ま
る
計
二
五
箇
条
。
奥
書
は
「
此
一
巻
奉
レ
授
二
大
内
左
京
大
夫
殿
一

詑
／
長
享
三
年
三
月
日
沙
弥
栄
雅
判
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
大
永
六
年
に
藤
原
宣
秀
が
書
写
し
た
旨
の
奥
書
が
あ
る
。
長
享
三
年
（
一

四
八
九
）
に
大
内
政
弘
へ
伝
授
し
た
書
。

政
弘
は
周
防
国
な
ど
四
カ
国
の
守
護
。
応
仁
の
乱
で
は
西
軍
の
将
と
し
て
上
京
し
、
重
き
を
な
し
た
。
和
歌
・
連
歌
も
愛
好
し
、
「
新

撰
菟
玖
波
集
』
の
成
立
は
彼
の
後
援
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
の
長
享
三
年
当
時
は
政
弘
は
在
国
中
。

（
６
）

雅
親
（
栄
雅
）
は
こ
の
年
三
月
一
日
に
は
在
京
（
親
長
卿
記
・
同
日
条
）
。
ま
た
、
『
千
載
歓
遊
集
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
九
月
四
日
に

近
江
の
鉤
の
陣
で
足
利
義
尚
（
義
煕
）
に
蹴
鞠
の
秘
説
を
伝
授
し
て
い
る
。

９
「
蹴
鞠
条
々
」
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Ⅱ
「
蹴
鞠
条
々
（
二
本
）
」

平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
六
九
）
。
袋
綴
一
冊
。
外
題
「
蹴
鞠
条
々
沙
弥
栄
雅
」
。
内
題
「
蹴
鞠
条
々
」
。
冒
頭

は
八
境
図
等
か
ら
始
ま
り
、
「
庭
作
事
／
鞠
庭
の
広
さ
…
」
と
続
く
、
計
二
五
箇
条
。
奥
書
に
は
「
左
大
弁
宰
相
殿
、
先
年
自
二
文
明
比
《

於
二
濃
州
一
可
レ
為
二
門
弟
一
之
由
頗
所
望
（
略
）
」
と
あ
り
、
「
延
徳
二
年
七
月
日
沙
弥
栄
雅
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
左
大
弁
宰
相

葉
室
光
忠
が
、
先
の
文
明
年
間
に
美
濃
に
お
い
て
栄
雅
の
門
弟
と
な
る
こ
と
を
所
望
し
、
延
徳
二
年
（
一
四
九
○
）
に
栄
雅
が
こ
の
害
を

伝
授
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
掲
３
．
４
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
文
明
の
頃
に
は
都
の
争
乱
を
避
け
て
、
多
く
の
公
家
が
美
濃
へ
と
下
向
し

て
い
た
。
光
忠
は
そ
の
際
に
当
地
で
栄
雅
の
門
弟
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

葉
室
光
忠
は
延
徳
二
年
七
月
当
時
は
従
三
位
参
議
左
大
弁
で
あ
っ
た
が
、
足
利
義
材
（
義
植
）
が
同
年
七
月
五
日
に
十
代
将
軍
と
な
る

と
重
用
さ
れ
、
同
年
一
○
月
に
は
権
中
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
、
後
に
は
正
三
位
権
大
納
言
に
至
っ
た
（
公
卿
補
任
）
。
栄
雅
は
延
徳
二
年
三

月
一
八
日
に
は
在
京
中
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
親
長
卿
記
・
同
日
条
）
。
こ
の
害
の
伝
授
は
都
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

他
の
伝
本
に
東
北
大
学
狩
野
文
庫
本
（
狩
五
・
一
七
三
六
八
）
、
内
閣
文
庫
「
蹴
鞠
条
々
」
（
一
九
九
・
二
七
九
）
の
内
が
あ
る
。

政
弘
は
在
国
中
で
は
あ
っ
た
が
、
部
将
の
問
田
弘
胤
を
近
江
の
鉤
の
陣
に
送
っ
て
い
る
。
こ
の
伝
授
も
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、
そ
う
し

た
関
係
の
下
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

伝
本
は
他
に
内
閣
文
庫
本
（
一
九
九
・
二
六
一
〈
「
蹴
鞠
抄
物
部
類
」
内
〉
）
、
国
立
国
会
図
書
館
本
（
二
○
二
・
八
四
）
が
あ
る
。

三
、
飛
鳥
井
雅
康
（
宋
世
）
の
蹴
鞠
伝
授
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飛
鳥
井
雅
康
は
永
享
八
年
（
一
四
三
六
）
～
永
正
六
年
（
一
五
○
九
）
、
七
四
歳
で
没
。
法
名
は
宋
世
、
号
は
二
楽
軒
。
雅
世
の
子
で
、

兄
雅
親
の
猶
子
と
な
っ
た
が
、
家
督
は
雅
親
実
子
の
雅
俊
が
継
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
。
害
の
二
楽
軒
流
の
祖
と
さ
れ
る
。
雅
康
（
宋
雅
）
の

蹴
鞠
伝
授
害
は
５
．
６
．
７
．
８
．
皿
・
皿
・
Ⅳ
・
別
・
躯
・
羽
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
川
は
著
者
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
内
容

か
ら
は
雅
康
著
と
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
も
併
せ
て
載
せ
る
。

平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
六
八
）
。
袋
綴
一
冊
。
外
題
「
蹴
鞠
条
々
」
。
内
題
「
蹴
鞠
之
条
々
」
。
冒
頭
は
「
一
、

鞠
根
源
之
事
／
夫
蹴
鞠
者
三
国
翫
好
の
芸
…
」
よ
り
始
ま
る
、
計
一
○
箇
条
。
奥
書
は
、
「
朝
倉
弾
正
右
衛
門
尉
孝
景
」
が
、
祖
父
雅
世

の
門
弟
で
あ
っ
た
の
で
、
今
回
雅
康
が
当
国
に
下
向
し
た
た
め
こ
の
害
を
伝
授
し
た
旨
の
後
、
「
文
明
十
年
九
月
二
十
七
日
雅
康
〈
花

押
の
写
し
〉
」
と
記
し
て
い
る
。
奥
書
の
後
に
は
さ
ら
に
「
鞠
座
を
い
て
公
よ
り
…
」
以
下
九
箇
条
を
記
す
。

朝
倉
孝
景
は
越
前
国
守
護
代
。
応
仁
の
乱
に
は
始
め
西
軍
に
属
し
た
が
、
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
か
ら
東
軍
に
転
じ
、
一
乗
谷
を
本

拠
と
し
て
越
前
一
国
を
掌
握
し
た
。
文
明
一
三
年
に
没
。
『
兼
顕
卿
記
別
記
』
文
明
一
○
年
八
月
一
五
日
条
に
朝
倉
孝
景
の
招
き
に
応
じ

（
７
）

て
雅
康
が
越
前
に
下
っ
た
こ
と
が
見
え
る
。

同
様
の
奥
書
を
持
つ
伝
本
に
国
立
国
会
図
書
館
本
「
蹴
鞠
秘
説
条
々
」
（
ひ
．
二
五
）
が
あ
る
が
、
箇
条
数
な
ど
は
異
な
る
。

６
「
蹴
鞠
条
々
大
概
（
ハ
本
）
」

平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
六
八
）
。
巻
子
本
一
軸
。
外
題
「
蹴
鞠
条
々
大
概
」
（
本
文
と
は
別
筆
か
）
。
内
題
「
蹴

鞠
条
々
大
概
」
。
冒
頭
は
「
冠
／
冠
は
烏
帽
子
よ
り
は
落
や
す
き
物
也
…
」
よ
り
始
ま
る
、
計
一
五
箇
条
。
奥
書
は
「
上
膓
の
御
進
退
に

５
「
蹴
鞠
条
々
（
ハ
本
）
」
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８
「
蹴
鞠
之
条
々
大
概
」

天
理
図
書
館
蔵
本
（
七
八
三
・
二
七
・
三
九
）
。
巻
子
本
一
軸
。
外
題
は
題
篭
上
部
欠
損
の
た
め
判
読
不
能
だ
が
、
下
部
に
は
「
二
楽

軒
筆
」
（
ア
ト
）
と
あ
る
。
内
題
「
蹴
鞠
之
条
々
大
概
」
。
冒
頭
．
、
庭
作
同
懸
樹
等
事
／
庭
に
広
略
あ
り
…
」
よ
り
始
ま
る
一
○
箇
条
。

（
マ
マ
）

奥
書
「
右
一
巻
者
依
レ
有
二
師
第
之
一
諾
《
遊
佐
九
郎
左
衛
門
尉
長
孝
所
レ
授
レ
之
也
、
猶
数
ケ
之
口
伝
等
有
し
之
、
随
二
執
心
志
連
々
｜
可

レ
聴
二
口
伝
申
《
努
々
不
し
可
レ
有
二
外
見
漏
脱
之
儀
一
者
也
／
長
享
二
年
十
二
月
日
桑
門
〈
花
押
〉
」
。
宋
世
自
筆
の
原
本
。
長
享
二
年

７
「
蹴
鞠
之
条
々
大
概
」

大
東
急
記
念
文
庫
蔵
本
（
三
三
・
五
・
一
二
八
）
。
巻
子
本
一
軸
。
外
題
ナ
シ
。
内
題
「
蹴
鞠
之
条
々
大
概
」
。
冒
頭
は
．
、
作
庭
事

／
庭
に
広
略
の
二
あ
り
式
の
丈
数
な
ら
は
…
」
よ
り
始
ま
る
、
計
一
二
箇
条
。
奥
書
は
「
右
一
巻
者
、
為
し
授
二
寺
町
三
郎
左
衛
門
尉
道

隆
《
染
二
紫
毫
畢
、
随
二
猶
執
心
一
連
々
可
レ
有
二
口
伝
一
者
也
／
長
享
二
季
三
月
八
日
／
宋
世
〈
花
押
〉
」
と
あ
る
。
宋
世
自
筆
の
原
本
。

伝
授
対
象
の
寺
町
道
隆
は
未
勘
。
『
親
長
卿
記
』
同
年
二
月
一
四
日
条
、
三
月
二
九
日
条
に
は
宋
世
が
在
京
し
て
い
た
記
事
が
見
え
、
こ

れ
も
都
で
成
立
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

（
マ
マ
）

を
き
て
は
か
は
る
候
事
万
多
あ
り
、
御
故
実
猶
可
レ
多
、
但
此
一
巻
に
て
大
綱
を
し
る
し
め
さ
は
、
依
レ
事
就
レ
時
可
レ
有
二
御
用
捨
《
九
牛

の
一
毛
を
先
備
、
上
覧
者
也
／
文
明
十
三
年
三
月
十
一
日
権
中
納
言
雅
康
在
判
」
と
あ
る
。
伝
授
対
象
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
尊

（
８
）

貴
へ
献
じ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
雅
康
は
こ
の
年
三
月
八
日
に
は
将
軍
亭
で
の
蹴
鞠
会
に
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
伝
授
も
そ
れ
と
何
か
し

ら
関
連
す
る
も
の
か
。

伝
本
は
他
に
国
立
国
会
図
書
館
本
（
ひ
・
二
七
）
が
あ
る
。
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ｕ
「
十
二
箇
条
々
肝
心
抄
」

島
原
図
書
館
松
平
文
庫
本
（
二
七
・
九
六
）
。
袋
綴
一
冊
。
「
和
歌
功
能
」
「
懐
紙
寸
法
事
」
「
蹴
鞠
道
口
伝
之
条
々
」
と
の
合
写
本
。

外
題
「
和
歌
功
能
並
鞠
肝
心
」
（
本
文
と
は
別
筆
か
）
。
内
題
「
十
二
箇
条
々
肝
心
抄
」
。
冒
頭
．
、
身
体
者
手
持
足
踏
顔
持
腰
付
也
、

手
持
は
無
し
傍
人
の
…
」
よ
り
始
ま
る
、
計
一
二
箇
条
。
奥
書
に
は
「
此
一
巻
奉
レ
授
二
赤
松
兵
部
少
輔
殿
一
者
也
、
尤
可
レ
被
し
秘
々
々
／

門
弟
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書

Ⅲ
「
蹴
鞠
条
々
大
概
」

高
知
県
立
図
書
館
本
（
ャ
九
二
・
四
一
）
。
袋
綴
一
冊
。
「
詠
歌
大
概
」
「
雨
中
吟
」
と
の
合
写
本
。
外
題
「
詠
歌
大
概
注
」
。
内
題

「
蹴
鞠
条
々
大
概
」
。
冒
頭
．
、
庭
作
同
懸
樹
等
事
／
庭
に
広
略
二
あ
り
、
式
の
丈
数
は
…
」
よ
り
始
ま
る
、
計
一
○
箇
条
。
奥
書
は

「
延
徳
元
年
十
月
廿
三
日
〈
花
押
の
写
し
〉
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
元
禄
十
五
年
の
書
写
奥
害
が
あ
る
。
著
者
・
伝
授
対
象
と
も
に
記
載
な

し
。
内
容
は
前
出
の
７
．
８
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
著
者
は
宋
世
と
推
測
さ
れ
る
。
宋
世
は
同
年
一
○
月
一
八
日
に
は
正
親
町

公
兼
邸
で
の
蹴
鞠
会
に
参
加
し
て
い
る
（
親
長
卿
記
・
同
日
条
）
。

（
一
四
八
八
）
に
遊
佐
九
郎
左
衛
門
尉
長
孝
へ
伝
授
し
た
書
。

遊
佐
長
孝
は
畠
山
氏
の
有
力
被
官
の
遊
佐
氏
の
一
人
で
あ
ろ
う
。
「
親
長
卿
記
』
長
享
二
年
二
月
八
日
条
に
、
宋
世
が
夢
想
で
湯
山

三
輪
明
神
の
歌
を
得
て
、
法
楽
百
首
を
張
行
し
た
記
事
が
あ
り
、
そ
の
中
に
「
遊
佐
九
郎
左
衛
門
」
の
名
が
見
え
、
彼
は
五
首
を
詠
進
し

て
い
る
。
蹴
鞠
害
の
伝
授
は
こ
の
法
楽
百
首
の
翌
月
に
あ
た
る
。
こ
れ
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
和
歌
に
お
い
て
も
宋
世
の

和
書
之
部
古
道
集
二
』
に
影
印
所
収
。
伝
本
に
内
閣
文
庫
「
蹴
鞠
間
書
」
（
一
九
九
・
二
七
四
）
が
あ
る
。
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門
尉
家
綱
」
に
関
し
て
は
未
勘
。

延
徳
二
年
九
月
日

Ⅳ
「
最
秘
抄
（
イ
本
）
」

平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
三
二
）
。
巻
子
本
一
軸
。
転
写
本
か
。
外
題
「
最
秘
抄
」
。
内
題
ナ
シ
。
冒
頭
は
．
、

Ｍ
「
革
勾
条
々
（
ハ
本
）
」

平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
六
九
）
。
袋
綴
一
冊
。
転
写
本
。
外
題
「
革
勾
条
々
宋
世
之
記
」
。
内
題
ナ
シ
。
冒
頭

は
「
南
〈
図
〉
／
庭
せ
は
く
て
木
の
間
二
丈
な
ら
は
…
」
よ
り
始
ま
る
、
計
約
八
箇
条
。
奥
書
は
「
右
一
巻
者
依
二
太
田
三
郎
右
衛
門
尉

家
綱
多
年
之
執
心
一
所
し
授
也
、
努
々
不
し
可
レ
有
二
外
見
《
可
レ
秘
々
々
／
明
応
五
年
十
一
月
十
七
日
宋
世
」
と
あ
る
。
「
太
田
三
郎
右
衛

「
赤
松
兵
部
少
輔
」
は
赤
松
政
則
。
播
磨
・
備
前
・
美
作
の
守
護
。
明
応
五
年
（
一
四
九
六
）
に
は
従
三
位
に
至
り
、
同
年
に
四
二
歳

で
没
し
た
。
伝
授
当
時
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
政
則
は
六
月
一
六
日
に
既
に
播
磨
に
帰
国
（
蔭
涼
軒
日
録
・
同
日
条
）
し
て
い
て
、
宋
世

は
同
年
八
月
九
日
に
は
親
長
邸
で
の
蹴
鞠
に
参
会
し
て
い
る
（
親
長
卿
記
・
同
日
条
）
。
こ
の
伝
授
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
に
つ
い

て
は
詳
細
は
不
明
。

『
親
長
卿
記
』
に
よ
れ
ば
、
宋
世
は
こ
の
年
閨
二
月
二
一
日
の
親
王
御
方
（
後
柏
原
）
の
御
鞠
会
に
参
加
、
同
二
四
日
、
三
月
二
六
日

の
会
に
も
参
加
し
、
四
月
七
日
に
は
自
邸
で
五
十
首
和
歌
会
を
催
す
な
ど
京
で
活
動
し
て
い
る
。
翌
六
年
三
月
九
日
に
は
近
衛
政
家
邸
で

の
歌
会
に
も
参
加
し
て
い
る
の
で
、
伝
授
の
当
時
も
京
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
六
九
）
内
の
「
革
銅
条
々
（
｜
一
本
）
」
も
同
内
容
の
伝
本
で
あ
る
。

宋
世
」
と
あ
る
。

は
赤
松
政
則
。
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宮
内
庁
書
陵
部
本
（
四
五
三
・
二
）
。
続
群
言
類
聚
五
三
六
所
収
。
「
内
外
三
時
抄
」
と
の
合
写
本
。
外
題
「
内
外
三
時
抄
／
蹴
鞠
十
箇

条
」
。
内
題
「
蹴
鞠
条
々
大
概
」
。
冒
頭
「
身
体
事
／
害
云
、
凡
人
の
う
け
た
る
と
こ
ろ
…
」
よ
り
始
ま
る
、
計
一
○
箇
条
。
奥
書
に
は

「
右
一
巻
者
所
シ
授
二
案
東
次
郎
兵
衛
尉
道
俊
一
也
、
努
々
不
し
可
レ
有
二
叩
爾
一
者
也
／
永
正
五
年
重
陽
宋
世
〈
花
押
〉
」
と
あ
る
。
「
案
東

別
「
蹴
鞠
条
々
大
概
（
二
本
）
」

平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
七
一
）
。
巻
子
本
一
軸
。
転
写
本
。
外
題
「
蹴
鞠
条
々
大
概
」
。
内
題
「
蹴
鞠
条
々
大
概
」
。

冒
頭
「
身
体
事
／
害
云
凡
人
の
う
け
た
る
と
こ
ろ
…
」
よ
り
始
ま
る
、
計
九
箇
条
。
奥
書
は
「
右
一
巻
者
随
分
之
故
実
等
有
し
之
、
但
浅

見
次
郎
兵
衛
尉
長
澄
多
年
為
二
門
弟
一
執
心
異
二
干
他
《
価
所
し
授
レ
之
也
、
努
々
不
し
可
レ
有
二
叩
爾
一
之
儀
者
也
／
永
正
五
年
八
月
日
宋
世

在
判
」
と
あ
る
。
「
浅
見
次
郎
兵
衛
尉
長
澄
」
に
つ
い
て
は
未
勘
。

『
実
隆
公
記
』
永
正
五
年
五
月
一
一
日
条
に
は
宋
世
が
実
隆
に
尺
八
を
所
望
し
た
記
事
が
あ
り
、
こ
の
頃
宋
世
は
在
京
し
て
い
た
と
見

（
９
）

『
後
法
興
院
記
』
永
正
元
年
五
月
四
日
条
に
「
二
楽
院
下
コ
向
越
後
一
云
々
」
と
あ
り
、
宋
世
は
越
後
に
下
向
し
て
い
る
。
こ
の
伝
授
も

越
後
下
向
中
に
行
わ
れ
た
も
の
か
。
そ
の
場
合
は
、
「
上
牧
龍
松
丸
殿
」
は
越
後
守
護
上
杉
房
能
周
辺
の
人
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え

身
体
者
手
持
足
踏
顔
持
腰
仕
上
也
、

年
八
月
二
日
／
宋
世
判
」
と
あ
る
。

躯
「
蹴
鞠
条
々
大
概
」

ら
れ
る
。

わ
れ
る
。

手
持
ハ
：
．
」
よ
り
始
ま
る
、
計
一
二
箇
条
。
奥
書
に
「
所
腸
奉
レ
授
二
上
牧
龍
松
丸
殿
一
也
／
永
正
元
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羽
書
名
未
詳

内
閣
文
庫
「
蹴
鞠
抄
物
部
類
」
（
一
九
九
・
二
六
一
）
の
内
。
「
蹴
鞠
略
記
」
「
蹴
鞠
条
々
大
概
」
等
と
の
合
写
本
。
外
題
「
蹴
鞠
抄
物

部
類
」
。
内
題
ナ
シ
。
冒
頭
「
晴
会
あ
ら
い
と
て
は
先
兼
日
に
よ
く
ノ
ー
案
習
調
練
す
へ
し
…
」
よ
り
始
ま
る
、
計
一
五
箇
条
。
奥
書
に

「
右
一
巻
努
々
不
し
可
レ
有
二
叩
爾
一
之
儀
者
也
／
宋
世
／
九
里
伊
賀
守
殿
」
と
あ
る
。

な
お
年
次
未
詳
な
が
ら
、
同
「
蹴
鞠
抄
物
部
類
」
内
に
は
「
晩
学
抄
」
と
い
う
「
厳
命
云
最
初
に
や
か
て
…
」
よ
り
始
ま
る
も
の
が
あ

り
、
こ
れ
も
「
九
里
伊
賀
守
殿
」
へ
の
伝
授
書
で
あ
る
。

（
蛆
）
（
Ⅱ
）

「
九
里
伊
賀
守
」
は
、
近
江
岡
山
城
（
近
江
八
幡
市
）
を
居
城
と
し
た
九
里
氏
の
当
主
で
、
九
里
員
秀
の
子
の
高
雄
か
。
『
拾
芥
記
』
永

正
五
年
（
一
五
○
八
）
四
月
一
六
日
条
に
「
室
町
殿
義
澄
御
没
落
、
就
二
筑
紫
御
所
御
上
洛
一
也
、
室
町
殿
被
レ
瀝
二
九
里
一
云
々
」
と
、
没

落
し
た
将
軍
義
澄
を
九
里
氏
が
迎
え
入
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。
以
後
、
九
里
氏
は
義
澄
を
擁
護
し
て
、
足
利
義
植
（
義
尹
）
・
細
川
高
国

派
に
抗
し
、
た
び
た
び
幕
府
軍
の
攻
撃
を
退
け
た
。
義
澄
の
子
で
後
の
将
軍
義
晴
は
こ
の
岡
山
城
内
で
産
ま
れ
て
い
る
。
岡
山
城
は
永
正

一
七
年
（
一
五
二
○
）
七
月
三
○
日
に
落
城
し
（
実
隆
公
記
）
、
九
里
伊
賀
入
道
（
宗
忍
）
は
大
永
五
年
（
一
五
二
五
）
九
月
に
蒲
生
島

（
岨
）

郷
口
の
戦
い
で
討
ち
死
に
し
た
と
い
う
。

こ
の
書
の
伝
授
時
期
に
関
し
て
は
、
雅
康
（
宋
世
）
没
年
の
永
正
六
年
（
一
五
○
九
）
年
以
前
だ
が
、
詳
細
は
不
明
。

次
郎
兵
衛
尉
道
俊
」
に
つ
い
て
は
未
勘
。

こ
の
伝
授
も
別
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
も
の
で
、
宋
世
は
都
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

以
上
の
如
く
、
宋
世
の
伝
授
害
は
多
数
が
確
認
で
き
る
。
５
．
岨
は
守
護
大
名
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
７
．
Ｍ
．
別
・
躯
の
人
物
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平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
六
九
）
。
巻
子
本
一
軸
。
外
題
「
蹴
鞠
条
々
雅
俊
卿
」
。
内
題
「
蹴
鞠
条
々
」
。
冒
頭

は
．
、
八
境
図
／
懸
に
八
の
さ
か
ひ
あ
り
、
こ
れ
す
な
は
ち
八
人
の
…
」
よ
り
始
ま
る
、
計
一
二
箇
条
。
奥
書
は
「
右
十
二
ケ
条
、

以
二
当
家
之
秘
説
一
授
二
藤
原
豊
能
一
畢
／
明
応
四
年
二
月
三
十
日
左
中
将
」
と
あ
る
。
左
中
将
は
雅
俊
。
花
押
は
な
い
が
、
筆
跡
は
雅

俊
の
も
の
と
見
て
よ
い
か
。
伝
授
対
象
の
藤
原
豊
能
は
未
詳
。
明
応
四
年
当
時
、
雅
俊
は
都
で
の
事
跡
が
見
え
る
（
親
長
卿
記
・
同
年
二

月
六
日
、
七
月
一
○
日
他
）
。
こ
の
伝
授
も
都
で
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
大
日
本
資
料
』
（
大
永
三
年
四
月
一
一
日
）
に
翻
刻
所
収
。

雅
俊
は
寛
正
三
年
（
一
四
六
二
）
生
。
雅
親
（
栄
雅
）
の
子
。
永
正
一
七
年
（
一
五
二
○
）
に
大
内
義
興
を
頼
っ
て
山
口
に
下
向
し
、

大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
に
同
地
で
没
し
た
。
享
年
六
二
歳
。
雅
俊
の
蹴
鞠
伝
授
書
は
次
の
田
・
妬
・
肥
・
肥
・
岨
・
別
・
妬
・
船
・
肥
・

羽
・
別
・
訓
・
胡
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

昭
「
蹴
鞠
条
々
（
ホ
本
）
」

に
つ
い
て
は
事
跡
不
明
な
点
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
伝
授
奥
書
に
は
尊
敬
表
現
が
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
に
お
い
て
９
の
遊
佐
長
孝

へ
の
伝
授
奥
書
に
比
較
的
類
似
し
て
い
る
。
遊
佐
長
孝
の
場
合
と
同
様
に
、
有
力
被
層
官
へ
の
伝
授
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

四
、
飛
鳥
井
雅
俊
の
蹴
鞠
伝
授
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略
「
蹴
鞠
条
々
事
」

内
閣
文
庫
「
蹴
鞠
抄
物
部
類
」
（
一
九
九
・
二
六
一
）
の
内
。
外
題
「
蹴
鞠
抄
物
部
類
」
。
内
題
「
蹴
鞠
条
々
事
」
。
袋
綴
一
冊
。
転
写

本
。
冒
頭
．
、
鞠
庭
の
事
／
庭
ひ
ろ
か
ら
ん
所
に
は
か
ゞ
り
も
：
．
」
よ
り
始
ま
る
、
計
六
箇
条
。
奥
書
に
は
「
明
応
九
年
六
月
日
飛

烏
井
羽
林
雅
俊
朝
臣
判
」
と
あ
る
が
、
伝
授
対
象
の
記
載
は
な
い
。
明
応
九
年
当
時
、
雅
俊
が
地
方
に
下
向
し
た
記
事
は
特
に
は
見
ら
れ

な
い
の
で
、
こ
の
伝
授
も
都
で
行
わ
れ
た
も
の
か
。

な
お
、
書
写
奥
書
に
は
「
文
亀
三
年
二
月
日
諫
議
大
夫
前
末
葉
」
、
「
右
一
本
、
以
二
持
明
院
前
相
公
基
春
卿
本
一
令
臺
早
写
之
一
／
大
永

六
年
七
月
上
旬
藤
」
と
あ
り
、
持
明
院
基
春
書
写
本
を
、
中
御
門
宣
秀
が
書
写
し
た
旨
が
見
え
る
。
公
家
の
間
で
こ
の
害
が
享
受
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
六
九
）
。
巻
子
本
一
軸
。
外
題
「
蹴
鞠
条
々
」
。
ソ
デ
に
別
筆
で
「
雅
康
卿
記
」
と
あ
る

が
誤
り
で
あ
ろ
う
。
内
題
「
蹴
鞠
条
々
」
。
冒
頭
は
．
、
懸
植
様
事
／
木
は
安
宅
の
術
、
懸
は
鎮
屋
の
方
と
て
目
出
事
也
…
」
よ
り
始

ま
る
、
計
五
箇
条
。
奥
書
は
「
明
応
七
年
十
月
日
授
二
千
代
菊
一
了
〈
花
押
〉
」
と
あ
り
、
雅
俊
と
見
ら
れ
る
花
押
を
記
す
。
雅
俊
自
筆

原
本
か
。
明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
当
時
、
雅
俊
は
在
京
中
で
あ
っ
た
（
親
長
卿
記
・
同
年
五
月
一
四
日
条
他
）
の
で
、
こ
の
伝
授
も
都

で
行
わ
れ
た
も
の
か
。
伝
授
対
象
の
千
代
菊
は
未
詳
。

『
大
日
本
資
料
』
（
大
永
三
年
四
月
一
一
日
）
に
翻
刻
所
収
。

肥
「
蹴
鞠
条
々
」

明
「
蹴
鞠
条
々
（
へ
本
）
」
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（
過
）
（
雅
俊
）
（
足
利
義
澄
）

「
三
条
亜
相
」
は
三
条
実
望
。
『
後
法
成
寺
関
白
記
』
永
正
四
年
（
一
五
○
八
）
五
月
六
日
条
に
「
飛
鳥
井
来
、
明
日
大
樹
為
二
御
使
一

（
正
親
町
三
條
実
望
）

下
．
向
丹
州
一
云
々
、
三
条
大
納
言
同
道
云
々
、
両
使
也
」
と
あ
り
、
将
軍
義
澄
の
要
請
に
よ
り
、
細
川
政
元
を
召
す
た
め
に
雅
俊
と
実

望
が
と
も
に
丹
波
に
赴
い
た
こ
と
が
見
え
、
以
前
か
ら
二
人
に
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
実
望
は
こ
の
伝
授
の
あ
っ
た
永
正
五

（
ｕ
）

年
の
一
月
二
六
日
に
駿
河
に
下
向
し
て
い
た
。
『
公
卿
補
任
』
永
正
五
年
に
「
二
月
二
十
六
日
在
国
」
と
も
あ
る
。
実
望
の
室
（
北
向
）

（
咽
）

と
駿
河
守
護
の
氏
親
は
同
母
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
縁
を
頼
っ
た
の
だ
ろ
う
。
雅
俊
の
動
向
及
び
伝
授
の
日
付
が
判
然
と
し
な
い
た
め
、

こ
の
伝
授
が
下
向
前
か
、
駿
河
下
向
後
か
は
確
定
し
が
た
い
。
あ
る
い
は
下
向
の
前
の
手
向
け
で
あ
っ
た
か
。

詳
。

大
東
急
記
念
文
庫
本
（
三
三
・
六
・
一
二
九
・
イ
本
）
。
外
題
ナ
シ
。
内
題
「
蹴
鞠
条
々
」
。
冒
頭
「
一
、
庭
作
事
／
鞠
庭
の
ひ
ろ
さ
屋

に
よ
り
所
に
…
」
よ
り
始
ま
る
、
計
一
六
箇
条
。
奥
書
は
「
右
蹴
鞠
之
条
々
、
当
流
之
以
二
秘
説
一
授
二
源
政
真
一
詑
／
永
正
三
年
二
月
日

権
中
納
言
〈
花
押
〉
」
と
あ
る
。
花
押
は
雅
俊
の
も
の
で
、
雅
俊
自
筆
の
原
本
と
見
ら
れ
る
。
永
正
三
年
（
一
五
○
六
）
の
雅
俊
の
動

向
は
、
一
○
月
一
○
日
に
近
江
に
下
向
し
た
こ
と
が
見
え
る
（
尚
通
公
記
・
同
日
条
）
が
、
二
月
当
時
は
都
に
あ
っ
た
か
。
源
政
真
は
未

平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
七
一
）
。
巻
子
本
一
軸
。
外
題
「
蹴
鞠
条
々
」
（
本
文
と
別
筆
）
。
内
題
「
蹴
鞠
条
々
」
。

冒
頭
は
．
、
庭
作
様
事
／
鞠
庭
の
ひ
ろ
さ
屋
に
よ
り
所
に
し
た
か
ふ
へ
し
…
」
よ
り
始
ま
る
、
計
一
五
箇
条
。
奥
書
は
「
右
蹴
鞠
之
条
々

以
二
当
流
之
秘
説
一
校
。
申
三
条
亜
相
一
詑
／
永
正
五
年
二
月
日
権
中
納
言
雅
俊
」
と
あ
る
。
筆
跡
は
雅
俊
筆
と
は
見
え
ず
、
花
押
も
な

岨
「
蹴
鞠
条
々
（
リ
本
）
」

い
の
で
、

転
写
本
と
見
ら
れ
る
。
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別
「
蹴
鞠
条
々
（
ヌ
本
）
」

（
肥
）

平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
七
一
）
。
巻
子
本
一
軸
。
転
写
本
。
外
題
「
蹴
鞠
条
々
雅
俊
□
」
。
内
題
「
蹴
鞠
条
々
」
。

冒
頭
は
．
、
横
縮
〈
図
〉
」
な
ど
三
点
の
図
の
後
に
、
．
、
道
仕
事
／
凡
懸
の
中
を
は
、
た
畠
の
時
も
た
や
す
く
と
を
る
事
掛
酌
あ
る

へ
し
…
」
よ
り
始
ま
る
、
計
二
五
箇
条
。
奥
書
は
「
右
蹴
鞠
之
条
々
当
家
之
秘
説
、
奉
レ
授
二
大
内
左
京
大
夫
殿
一
詑
／
永
正
五
年
七
月
日

権
中
納
言
雅
俊
在
判
」
と
あ
る
。
「
大
内
左
京
大
夫
」
は
大
内
義
興
。
義
興
は
政
弘
の
子
。
六
カ
国
の
守
護
で
、
都
落
ち
し
て
い
た
前

将
軍
の
義
植
（
義
尹
）
を
奉
じ
て
、
こ
の
永
正
五
年
六
月
に
入
京
し
た
（
実
隆
公
記
他
）
。
こ
の
伝
授
は
彼
の
入
京
後
ま
も
な
く
に
行
わ

れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
父
政
弘
は
前
掲
９
「
蹴
鞠
条
々
」
を
雅
親
か
ら
伝
授
さ
れ
て
い
た
。
親
子
代
々
に
わ
た
っ
て
蹴
鞠
書
の

伝
授
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

な
お
、
和
歌
会
作
法
書
『
和
歌
条
々
』
（
明
治
大
学
図
書
館
蔵
〈
函
号
…
○
九
一
・
四
’
四
八
ｌ
Ｈ
〉
）
は
永
正
六
年
（
一
五
○
九
）
八

月
に
飛
鳥
井
雅
俊
が
大
内
家
被
官
弘
中
興
勝
に
授
与
し
た
も
の
で
、
雅
俊
が
和
歌
・
蹴
鞠
の
伝
授
を
義
興
や
そ
の
周
辺
に
対
し
て
行
っ
て

（
Ⅳ
）

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

妬
「
蹴
鞠
条
々
（
ル
本
）
」

平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
七
一
）
。
巻
子
本
一
軸
。
加
筆
・
訂
正
・
抹
消
が
多
く
、
あ
る
い
は
清
書
前
の
自
筆
草

稿
か
。
外
題
「
蹴
鞠
条
々
」
。
内
題
「
蹴
鞠
条
々
」
。
ソ
デ
に
「
雅
俊
卿
記
」
と
あ
り
、
一
紙
目
右
端
に
「
永
正
十
二
五
廿
七
今
川
治
部

大
輔
氏
親
へ
遣
レ
之
畢
」
と
あ
る
。
冒
頭
．
、
懸
樹
事
／
懸
植
る
事
重
々
あ
り
…
」
よ
り
始
ま
る
、
計
約
一
二
箇
条
。
奥
書
は
「
右
蹴

治
部
（
肥
）

鞠
之
条
々
依
御
執
心
為
今
川
治
部
太
輔
染
印
禿
筆
令
二
相
伝
一
者
也
、
尤
可
レ
被
し
秘
也
／
永
正
十
二
年
仲
夏
下
旬
権
大
納
言
在
判
」
と

あ
る
。
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伝
本
は
他
に
、
佐
賀
大
学
附
属
図
書
館
鍋
島
文
庫
本
「
和
歌
功
能
」
（
○
九
五
一
・
一
六
）
の
内
、
篠
山
市
教
育
委
員
会
青
山
会
本

「
和
歌
功
能
」
（
三
三
九
）
の
内
が
あ
る
。

し
之
」
と
書
写
奥
書
が
あ
る
。
Ｆ

近
衛
植
家
は
尚
通
の
子
。
永
正

至
る
。
和
歌
・
連
歌
も
好
ん
だ
。

邪
「
蹴
鞠
道
口
伝
之
条
々
」

肥
前
松
平
文
庫
本
「
和
歌
功
能
並
鞠
肝
心
」
（
二
七
・
九
六
）
の
内
。
袋
綴
一
冊
。
「
和
歌
功
能
」
「
懐
紙
寸
法
事
」
「
十
二
箇
條
々
肝

心
抄
」
と
の
合
写
本
。
外
題
「
和
歌
功
能
並
鞠
肝
心
」
。
内
題
「
蹴
鞠
口
伝
之
条
々
」
。
冒
頭
「
一
、
此
儀
は
天
地
人
を
ま
つ
る
儀
也
、
天

へ
あ
か
る
は
…
」
よ
り
始
ま
る
、
計
一
二
箇
条
。
奥
書
は
「
以
上
、
飛
鳥
井
前
大
納
言
雅
俊
卿
物
語
也
、
価
注
し
之
書
誤
等
定
可
レ
有
し
之

歎
、
志
之
輩
可
レ
加
レ
筆
而
已
／
永
正
十
三
年
月
日
植
家
記
在
判
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
本
云
近
衛
御
方
所
御
自
筆
之
以
レ
本
行
時
間
写

し
之
」
と
書
写
奥
書
が
あ
る
。
こ
の
言
は
、
雅
俊
の
口
述
を
植
家
が
筆
記
し
た
も
の
と
い
う
点
で
、
他
の
伝
授
書
と
は
性
質
が
異
な
る
。

近
衛
植
家
は
尚
通
の
子
。
永
正
一
三
年
当
時
は
一
四
歳
で
権
大
納
言
、
四
月
に
正
三
位
に
叙
さ
れ
て
い
る
。
後
に
は
関
白
・
太
政
大
臣
に

奥
書
に
よ
れ
ば
、
永
正
一
二
年
（
一
五
一
五
）
五
月
の
、
今
川
治
部
大
輔
氏
親
へ
の
伝
授
書
。
氏
親
は
駿
河
国
守
護
大
名
。
前
掲
の
四

「
蹴
鞠
条
々
（
リ
本
）
」
を
伝
授
さ
れ
た
三
条
実
望
は
こ
の
氏
親
を
頼
っ
て
駿
河
に
下
向
し
て
い
た
。
駿
河
へ
は
実
望
以
外
に
も
、
多
く
の

（
岨
）

公
家
が
下
向
し
て
い
る
。
こ
の
当
時
の
雅
俊
の
動
向
は
判
然
と
し
な
い
が
、
ソ
デ
の
「
今
川
治
部
大
輔
氏
親
へ
遣
レ
之
畢
」
と
の
記
述
に

よ
れ
ば
、
送
っ
た
も
の
か
。
そ
の
場
合
、
こ
の
一
軸
は
草
稿
本
あ
る
い
は
手
控
え
と
し
て
雅
俊
の
も
と
に
あ
っ
た
も
の
で
、
氏
親
に
は
、

こ
れ
を
清
書
し
た
も
の
を
送
っ
た
と
も
推
測
さ
れ
る
。
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別
「
蹴
鞠
条
々
」

平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
七
○
）
。
「
蹴
鞠
要
法
（
ホ
）
」
の
内
。
「
懸
本
可
立
事
」
「
鞠
の
数
と
る
事
」
等
と
の
合

写
本
。
列
帖
装
一
帖
。
外
題
「
蹴
鞠
要
法
」
。
内
題
「
蹴
鞠
条
々
」
。
冒
頭
は
「
懸
樹
木
事
／
式
の
懸
と
は
桜
柳
楓
松
也
…
」
よ
り
始
ま
る
、

計
一
二
箇
条
。
奥
書
は
「
右
蹴
鞠
之
条
々
十
二
ケ
条
、
依
二
御
執
心
一
授
．
申
胄
蓮
院
御
門
主
一
者
也
／
永
箙
十
五
年
十
一
月
上
旬
正
二

位
雅
俊
」
と
あ
る
。
「
青
蓮
院
御
門
主
」
は
尊
鎮
（
尊
猷
）
親
王
。
尊
鎮
は
後
柏
原
天
皇
第
三
皇
子
。
永
正
元
年
（
一
五
○
四
）
生
、
同

九
年
に
青
蓮
院
に
入
り
、
同
二
年
に
親
王
宣
下
、
同
一
五
年
に
得
度
。
和
歌
も
詠
み
、
能
書
家
と
し
て
知
ら
れ
る
。

伝
本
は
他
に
平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
七
○
）
「
蹴
鞠
之
事
」
が
あ
る
。

平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
六
九
）
。
袋
綴
一
冊
。
「
蹴
鞠
条
々
」
と
の
合
写
本
。
外
題
「
革
銅
条
々
」
。
内
題
「
蹴

鞠
条
々
」
。
冒
頭
は
．
、
身
体
之
事
／
か
ほ
も
ち
の
あ
ふ
ぬ
か
す
う
っ
ふ
か
す
…
」
よ
り
始
ま
る
、
計
七
箇
条
。
奥
書
は
「
（
略
）
右
蹴

鞠
之
条
々
以
二
秘
説
一
校
二
亀
菫
丸
殿
一
畢
／
永
正
十
四
年
十
二
月
／
権
大
納
言
雅
俊
判
」
と
あ
る
。
「
亀
童
丸
殿
」
は
、
大
内
義
興
の
子
の

義
隆
か
。
大
内
氏
は
代
々
亀
童
丸
を
幼
名
と
し
た
。
義
隆
は
永
正
四
年
（
一
五
○
七
）
生
。
父
義
興
は
、
永
正
五
年
に
上
洛
し
て
以
来
畿

内
に
あ
っ
た
。
雅
俊
が
「
殿
」
を
つ
け
て
い
る
点
か
ら
も
伝
授
対
象
は
義
隆
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

伝
本
は
他
に
内
閣
文
庫
「
蹴
鞠
条
々
」
（
一
九
九
・
二
七
○
）
の
内
が
あ
る
。

洲
「
御
鞠
御
座
事
」

平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
七
三
）
。
巻
子
本
一
軸
。
転
写
本
。
外
題
「
御
鞠
御
座
事
」
。
内
題
「
御
鞠
御
座
事
」
。

鮒
「
革
勾
条
々
（
イ
本
）
」
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平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
七
一
）
。
巻
子
本
一
軸
。
転
写
本
。
外
題
ナ
シ
。
内
題
「
蹴
鞠
条
々
」
。
冒
頭
「
一
、
三

段
の
事
／
鞠
に
序
破
急
あ
る
へ
し
…
」
よ
り
始
ま
る
、
計
二
○
箇
条
。
奥
書
は
「
右
当
流
之
秘
説
二
十
ケ
条
、
以
二
口
伝
一
授
二
大
内
周
防

介
殿
一
詑
／
永
正
十
七
年
夷
則
下
旬
／
正
二
位
雅
俊
」
と
あ
る
。

大
内
周
防
介
殿
は
大
内
義
隆
。
義
隆
は
永
正
四
年
（
一
五
○
七
）
生
、
父
は
義
興
。
前
掲
の
肥
が
幼
少
期
の
義
隆
へ
の
伝
授
で
あ
っ
た

と
す
る
と
、
再
度
の
伝
授
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
別
で
先
述
し
た
よ
う
に
雅
俊
は
永
正
一
七
年
三
月
に
は
周
防
国
に
下
向
し
て
い
た
。
奥

書
に
は
「
以
二
口
伝
一
」
と
も
あ
り
、
当
地
で
の
口
伝
を
伴
っ
た
伝
授
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

冒
頭
は
「
禁
裏
様
の
御
鞠
に
は
縁
を
切
さ
け
て
…
」
よ
り
始
ま
る
、
計
一
箇
条
の
み
。
奥
書
は
「
干
時
永
正
十
七
年
林
鐘
上
旬
、
依
二
左

京
兆
御
所
望
一
注
し
之
者
也
／
正
二
位
雅
俊
御
判
」
と
あ
る
。

細
川
高
国
へ
の
伝
授
。
高
国
は
、
文
明
一
六
年
（
一
四
八
四
）
生
。
政
春
の
子
。
政
元
の
養
子
と
し
て
右
京
大
夫
・
摂
津
国
他
の
守
護

と
な
り
、
大
内
義
興
と
と
も
に
足
利
義
植
を
奉
じ
、
幕
府
の
管
領
を
務
め
た
。
永
正
一
六
年
（
一
五
一
九
）
に
は
三
好
之
長
・
細
川
澄
元

が
挙
兵
し
た
た
め
、
近
江
へ
逃
れ
た
が
、
勢
力
を
回
復
し
、
翌
一
七
年
五
月
に
は
入
京
し
之
長
を
討
っ
て
い
る
。
こ
の
伝
授
は
そ
の
入
京

直
後
の
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
雅
俊
は
こ
の
永
正
一
七
年
三
月
一
六
日
に
大
内
を
頼
っ
て
周
防
国
に
下
向
し
て
い
る
（
実
隆
公
記
・
公

卿
補
任
他
）
の
で
、
ど
の
よ
う
な
形
で
こ
の
伝
授
が
行
わ
れ
た
か
は
未
詳
。

羽
「
蹴
鞠
条
々
（
チ
本
）
」

平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
七
○
）
。
巻
子
本
一
軸
。
自
筆
原
本
。
外
題
「
蹴
鞠
条
々
雅
俊
卿
／
雅
綱
卿
」
（
ア
ト
）
。

別
「
蹴
鞠
条
々
（
ヲ
本
）
」
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載
が
な
く
、
未
詳
。

奥
書
は
次
の
①
～
③
が
あ
る
。

内
題
「
蹴
鞠
条
々
」
。
冒
頭
は
．
、
庭
作
事
／
鞠
庭
の
ひ
ろ
さ
、
屋
に
よ
り
所
に
し
た
か
ふ
へ
し
…
」
よ
り
始
ま
る
、
計
二
○
箇
条
。

③
は
雅
綱
の
伝
授
奥
書
。
雅
綱
に
つ
い
て
は
後
述
。
伝
授
対
象
の
「
武
田
彦
次
郎
殿
信
豊
」
は
、
若
狭
守
護
武
田
氏
の
当
主
。
永
正
一

（
皿
）

一
年
（
一
五
一
四
）
生
で
、
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
ま
で
生
存
。
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
五
月
当
時
の
雅
綱
の
動
向
に
つ
い
て
は
、

（
〃
）

「
親
俊
日
記
』
天
文
七
年
五
月
七
日
条
に
「
於
飛
鳥
井
殿
、
右
京
大
夫
殿
御
鞠
ア
リ
、
見
物
之
」
と
、
右
京
大
夫
（
細
川
晴
元
）
が
雅
綱

邸
で
蹴
鞠
会
を
開
い
た
こ
と
が
見
え
る
。
こ
の
伝
授
も
都
で
の
も
の
で
あ
っ
た
か
。

こ
の
弱
は
、
書
き
入
れ
等
が
多
く
、
雅
俊
・
雅
綱
が
こ
れ
ら
の
対
象
に
伝
授
す
る
清
書
本
を
作
製
す
る
た
め
の
、
手
控
え
的
な
草
稿
本

①
「
右
蹴
鞠
条
々
、
当
流
之
以
二
秘
説
一
差
二
伊
勢
備
中
守
殿
一
誰
／
永
正
三
年
二
月
二
十
一
日
／
権
中
納
言
雅
俊
」

②
「
右
蹴
鞠
条
々
、
当
流
秘
説
授
二
今
川
六
郎
殿
一
氏
延
詑
、
努
々
悼
二
外
見
《
可
し
被
し
秘
し
之
者
也
」

鞠
秘
説
也

③
「
右
蹴
○
条
々
、
当
流
之
以
二
秘
説
一
伝
．
授
‐
申
武
田
彦
次
郎
殿
一
信
豐
詑
、
努
々
偉
二
外
見
〈
可
し
被
服
秘
し
之
者
也
／
武
彦
方
へ
竿
ノ
事

ヲ
加
害
也
／
天
文
七
年
五
月
三
日
／
権
大
納
言
雅
綱
〈
花
押
〉
／
右
蹴
鞠
之
条
々
、
当
流
之
秘
説
也
、
武
田
彦
次
郎
殿
信
豊
、
依
二

門
弟
御
執
心
《
染
二
悪
筆
《
伝
授
申
詑
」

①
の
「
伊
勢
備
中
守
殿
」
は
、
伊
勢
貞
宗
。
文
安
元
年
（
一
四
四
四
）
生
。
伊
勢
貞
親
の
子
。
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
伊
勢
守
・
政

所
執
事
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
将
軍
義
尚
の
養
育
係
を
務
め
、
幕
府
内
で
重
き
を
な
し
た
。
和
歌
・
連
歌
も
好
ん
だ
。
永
正
六
年
に
没
。
肥
で

も
述
べ
た
よ
う
に
、
永
正
三
年
当
時
に
、
雅
俊
は
都
に
居
た
と
見
ら
れ
る
。

（
釦
）

②
の
「
今
川
六
郎
殿
氏
延
」
は
今
川
家
の
庶
流
の
人
物
。
『
宗
長
手
記
』
の
中
で
、
大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
三
月
三
日
に
宗
長
を
招

い
て
連
歌
を
張
行
し
た
「
堀
越
六
郎
」
が
こ
の
人
で
、
同
記
に
は
「
先
祖
は
伊
予
守
貞
世
」
と
あ
る
。
伝
授
者
及
び
年
次
に
つ
い
て
は
記
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雅
春
は
永
正
一
七
年
（
一
五
二
○
）
～
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
、
七
五
歳
。
初
名
は
雅
教
、
天
正
一
○
年
（
一
五
八
二
）
に
雅
春
と

改
名
。
雅
綱
の
子
。
雅
春
の
蹴
鞠
伝
授
書
は
次
の
弘
・
開
が
見
え
る
。

”
「
蹴
鞠
条
々
」

大
東
急
記
念
文
庫
本
（
三
三
・
六
・
一
二
九
・
口
本
）
。
巻
子
本
一
軸
。
自
筆
原
本
。
外
題
ナ
シ
（
表
紙
ア
ト
）
。
内
題
「
蹴
鞠
条
々
」
。

冒
頭
．
、
庭
作
事
／
鞠
庭
の
ひ
ろ
さ
式
の
丈
数
は
…
」
よ
り
始
ま
る
、
計
四
箇
条
。
奥
書
は
「
当
流
之
以
二
秘
説
一
授
二
神
戸
兵
四
郎
一

（
力
）

威
口
詑
／
永
正
十
四
年
七
月
日
／
左
中
将
雅
綱
〈
花
押
〉
」
と
あ
る
。
神
戸
兵
四
郎
某
は
未
勘
。

雅
綱
は
延
徳
元
年
（
一
四
八
九
）
～
永
禄
一
○
年
（
一
五
六
七
）
、
七
九
歳
。
雅
俊
の
子
。
雅
綱
の
蹴
鞠
伝
授
書
は
次
の
訂
が
あ
る
。

な
お
前
掲
の
鮒
の
③
も
雅
綱
の
伝
授
で
あ
る
。

で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
『
大
日
本
資
料
」
（
大
永
三
年
四
月
二
日
）
に
翻
刻
所
収
。

六
、
飛
鳥
井
雅
春
（
雅
教
）
の
蹴
鞠
伝
授

五
、
飛
鳥
井
雅
綱
の
蹴
鞠
伝
授
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平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
七
一
）
。
巻
子
本
一
軸
。
転
写
本
。
外
題
ナ
シ
。
内
題
「
蹴
鞠
条
々
」
。
ソ
デ
に
「
授
二

粟
屋
越
中
守
一
写
二
雅
春
卿
記
匡
と
あ
る
。
冒
頭
は
．
、
夫
蹴
鞠
の
お
こ
り
は
皇
帝
此
道
を
作
て
…
」
よ
り
始
ま
る
、
計
三
四
箇
条
。

（
力
）

奥
書
は
「
右
和
歌
之
条
々
二
巻
分
井
蹴
鞠
之
条
々
一
巻
、
依
二
御
執
心
懇
望
一
雲
屋
越
中
守
勝
長
令
二
相
伝
一
詑
、
不
し
可
レ
被
二
他
見
一
者
也
／

永
禄
七
季
七
月
上
旬
／
従
二
位
藤
判
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
右
之
三
巻
勝
長
に
懇
望
候
写
し
之
者
也
、
和
歌
之
二
巻
を
一
巻
一
一
認
、
蹴
鞠

（
力
）

之
一
巻
者
如
レ
此
之
間
、
御
奥
書
相
違
候
也
／
永
禄
七
年
七
月
十
六
日
晴
秀
〈
花
押
〉
」
の
書
写
奥
書
を
備
え
る
。
書
写
奥
書
に
よ
れ
ば
、

雅
春
か
ら
勝
長
へ
と
伝
授
し
た
も
の
を
、
「
晴
秀
」
が
懇
望
し
て
こ
れ
を
書
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
勝
長
へ
は
和
歌
二
巻
、
蹴
鞠
一
巻
の

計
三
巻
の
伝
授
で
あ
っ
た
が
、
書
写
の
際
に
和
歌
二
巻
を
一
巻
に
ま
と
め
た
の
で
、
本
奥
書
と
は
巻
数
が
異
な
る
旨
を
記
し
て
い
る
。

年
（
一
五
七
七
）
に
五
九
歳
で
没
。

伝
授
の
あ
っ
た
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
）
前
後
の
雅
春
（
雅
教
）
の
垂

八
月
に
朝
倉
義
景
が
越
前
国
一
乗
阿
波
賀
原
で
曲
水
宴
を
催
し
た
際
に
、

る
。
雅
春
が
米
沢
に
も
下
向
し
て
い
た
か
は
不
明
。

別
「
蹴
鞠
之
条
々
」

伊
達
家
文
書
（
調
査
は
『
大
日
本
古
文
書
」
家
わ
け
第
三
・
伊
達
家
文
書
之
十
・
三
二
五
八
に
よ
る
）
。
外
題
不
明
。
内
題
「
蹴
鞠
之

条
々
」
。
冒
頭
．
、
庭
作
事
／
鞠
庭
の
ひ
ろ
さ
、
屋
に
よ
り
．
：
」
か
ら
始
ま
る
、
計
一
○
箇
条
。
奥
書
は
「
右
蹴
鞠
之
条
々
、
依
二
御

執
心
御
懇
望
《
伊
達
左
京
兆
晴
宗
奉
二
相
伝
一
詑
、
不
し
可
二
外
見
一
者
也
／
永
禄
五
年
季
五
月
二
十
八
日
雅
教
〈
花
押
〉
」
と
あ
る
。

伊
達
晴
宗
は
、
永
正
一
六
年
（
一
五
一
九
）
生
。
伊
達
植
宗
の
子
。
出
羽
国
米
沢
城
を
本
拠
と
し
た
戦
国
大
名
。
奥
州
探
題
。
天
正
五

開
「
蹴
鞠
条
々
（
ワ
本
）
」

（
羽
）

の
動
向
は
、
『
永
禄
五
年
一
乗
谷
曲
水
宴
詩
歌
」
に
よ
れ
ば
、
同
年

に
、
雅
春
（
雅
教
）
・
雅
敦
親
子
も
招
か
れ
て
和
歌
を
詠
出
し
て
い
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「
晴
秀
」
に
つ
い
て
は
、
「
秀
」
の
文
字
と
花
押
が
重
な
っ
て
い
る
た
め
、
判
読
が
困
難
で
い
さ
さ
か
心
許
な
い
。
同
時
代
の
「
晴
秀
」

に
は
公
家
の
勧
修
寺
晴
秀
が
い
る
。
晴
秀
は
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
～
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
、
五
五
歳
。
永
禄
一
○
年
（
一
五
六

七
）
に
晴
右
と
改
名
。
永
禄
七
年
当
時
は
従
二
位
権
大
納
言
。
『
言
継
卿
記
』
に
よ
れ
ば
、
天
文
二
三
年
六
月
四
日
に
は
但
馬
か
ら
帰
洛

（
同
年
六
月
五
日
条
）
、
同
年
九
月
五
日
に
は
美
濃
か
ら
帰
洛
（
同
年
九
月
六
日
条
）
な
ど
、
地
方
下
向
の
こ
と
も
多
く
見
え
る
。
勝
長
に

敬
称
を
用
い
て
い
な
い
点
は
勧
修
寺
晴
秀
（
晴
右
）
で
あ
っ
た
と
し
て
矛
盾
は
な
い
。

こ
の
害
の
場
合
は
、
飛
鳥
井
家
の
和
歌
会
作
法
害
『
和
歌
之
条
々
』
二
巻
と
供
に
伝
授
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に

『
和
歌
之
条
々
』
の
本
文
は
所
収
さ
れ
て
お
ら
ず
、
伝
本
は
こ
の
他
に
見
出
せ
て
い
な
い
が
、
和
歌
・
蹴
鞠
の
伝
授
が
併
せ
て
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

「
越
中
守
勝
長
」
は
、
越
後
守

濃
に
出
陣
し
、
感
状
を
受
け
た
。

雅
庸
は
初
名
雅
継
、
雅
枝
、
慶
長
六
年
（
一
六
○
一
）
に
雅
庸
に
改
名
。

な
っ
た
。
雅
庸
の
伝
授
書
は
次
の
二
害
を
確
認
し
て
い
る
。

が
ど
こ
で
行
わ
れ
た
か
は
未
詳
。

（
力
）

「
晴
秀
」
に
つ
い
て
は
、
「
秀
」

永
禄
七
年
当
時
、
勝
長
は
下
野
国
佐
野
城
攻
略
に
活
躍
し
て
そ
の
後
も
守
将
と
し
て
在
城
し
て
六
月
に
は
北
条
氏
の
侵
攻
を
防
い
で

（
型
）

い
る
。
雅
春
は
二
月
七
日
に
自
邸
で
蹴
鞠
会
を
催
し
て
い
る
（
言
継
卿
記
・
同
日
条
）
が
、
七
月
頃
の
動
向
は
判
然
と
せ
ず
、
こ
の
伝
授

は
、
越
後
守
護
上
杉
家
の
部
将
の
色
部
勝
長
で
あ
ろ
う
。
勝
長
は
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
に
は
謙
信
に
従
っ
て
信

七
、
飛
鳥
井
雅
庸
の
蹴
鞠
伝
授

雅
敦
の
子
で
雅
春
の
孫
。
後
水
尾
天
皇
の
蹴
鞠
の
師
範
と
も
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伝
授
対
象
の
松
平
忠
直
は
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
生
。
父
は
結
城
秀
康
。
父
の
死
に
よ
り
十
三
歳
で
越
前
六
八
万
石
を
継
承
し
、
慶

長
一
六
年
（
一
六
三
）
に
は
将
軍
秀
忠
の
娘
を
妻
に
迎
え
て
い
る
。

（
妬
）

伝
授
の
前
後
の
雅
庸
の
動
向
は
、
『
駿
府
記
』
に
よ
れ
ば
、
慶
長
一
七
年
五
月
五
日
に
駿
河
に
下
向
し
て
徳
川
家
康
に
謁
し
、
同
一
九

年
七
月
に
は
、
二
○
日
に
「
新
歌
撰
」
の
写
し
を
家
康
に
献
上
、
翌
一
二
日
に
は
『
源
氏
物
語
』
の
講
釈
を
行
っ
て
い
る
な
ど
、
駿
府
の

家
康
周
辺
で
の
活
動
が
確
認
で
き
る
。
慶
長
一
八
年
当
時
の
雅
庸
と
忠
直
の
動
向
の
詳
細
は
未
勘
。

平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
七
二
）
。
巻
子
本
一
軸
。
転
写
本
か
。
外
題
「
蹴
鞠
条
々
雅
庸
卿
」
。
内
題
「
蹴
鞠
之

条
々
」
。
冒
頭
「
鞠
は
黄
帝
、
豈
尤
を
ほ
ろ
ほ
せ
し
時
…
」
よ
り
始
ま
る
計
二
九
箇
条
。
奥
書
に
「
鞠
事
年
来
の
門
弟
に
も
よ
る
へ
か
ら

す
候
（
略
）
鞠
足
と
は
申
か
た
く
も
貴
方
御
器
用
之
上
、
懇
切
二
被
し
懸
二
御
心
一
候
間
、
大
切
一
一
候
、
不
し
可
レ
有
二
外
見
一
／
慶
長
十
二
年

六
月
廿
三
日
参
ｌ
御
判
」
と
あ
り
、
慶
長
二
年
（
一
六
○
六
）
に
雅
庸
が
「
貴
方
」
へ
伝
授
し
た
も
の
と
い
う
。

こ
の
こ
ろ
の
雅
庸
の
動
向
と
し
て
は
、
慶
長
九
年
（
一
六
○
四
）
九
月
二
○
日
に
江
戸
へ
下
向
し
、
二
月
一
五
日
に
帰
洛
し
た
こ
と

が
「
時
慶
卿
記
』
に
見
え
る
が
、
慶
長
二
年
の
当
時
に
つ
い
て
は
未
勘
。

訂
「
蹴
鞠
之
条
々
（
ョ
本
）
」

平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
（
六
一
八
八
・
三
・
七
二
）
。
巻
子
本
一
軸
。
自
筆
原
本
と
見
ら
れ
る
。
外
題
「
蹴
鞠
之
条
々
」
。
ソ
デ
に

「
雅
庸
卿
記
」
。
内
題
「
蹴
鞠
之
条
々
」
。
冒
頭
「
八
境
図
／
懸
に
八
の
さ
か
ひ
あ
り
…
」
よ
り
始
ま
る
。
欠
損
が
有
り
判
然
と
し
な
い
が
、

約
一
○
箇
条
程
度
。
奥
書
に
「
越
前
少
将
忠
直
朝
臣
」
へ
「
慶
長
十
八
年
四
月
十
二
日
／
権
中
納
言
雅
庸
〈
花
押
〉
」
が
伝
授
し
た
と
あ

洲
「
蹴
鞠
条
々
（
力
本
）
」

一
〈
）
０
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飛
烏
井
家
の
蹴
鞠
伝
授
書
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
以
上
は
あ
く
ま
で
私
に
調
査
し
た
限
り
の
も
の
で
あ
り
、
他
に
も
蹴
鞠
伝
授
書
は

多
数
現
存
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
今
回
知
り
得
た
範
囲
に
お
い
て
も
、
飛
鳥
井
家
が
室
町
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
長
期

に
わ
た
り
、
公
家
や
守
護
、
地
方
武
士
に
至
る
ま
で
の
広
い
層
に
伝
授
を
行
っ
て
い
た
、
そ
の
様
相
の
一
端
を
示
す
こ
と
は
で
き
た
の
で

伝
授
対
象
に
つ
い
て
、
ま
た
伝
授
当
時
に
お
け
る
飛
鳥
井
家
と
被
伝
授
者
の
動
向
に
関
し
て
は
、
各
所
で
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
、

詳
細
が
明
ら
か
に
で
き
な
い
も
の
が
相
当
数
に
の
ぼ
っ
た
。
筆
者
の
疎
漏
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
資
料
が
そ
の
動

別
「
蹴
鞠
条
々
」

に
わ
た
り
、
公
家
《

は
な
い
か
と
思
う
。

内
閣
文
庫
「
蹴
鞠
条
々
」
（
一
九
九
・
二
七
一
）
の
内
の
「
蹴
鞠
条
々
」
は
「
庭
作
事
／
一
鞠
庭
の
ひ
ろ
さ
屋
に
よ
り
…
」
よ
り
始
ま

る
一
七
箇
条
で
、
奥
書
に
「
畠
山
右
馬
頭
尹
胤
殿
詑
、
可
し
秘
者
也
／
永
正
七
年
七
月
日
／
飛
鳥
井
権
中
納
言
雅
経
」
と
あ
る
。
「
雅
経
」

は
雅
俊
を
誤
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
他
、
お
そ
ら
く
は
誤
写
。

結
び

八
、
伝
未
詳
の
飛
鳥
井
家
の
蹴
鞠
伝
授

誤
伝
と
見
ら
れ
る
、
飛
鳥
井
家
が
関
わ
る
蹴
鞠
伝
授
害
も
あ
る
。
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ま
た
、
８
の
遊
佐
長
孝
は
歌
会
へ
の
出
詠
が
確
認
で
き
る
者
で
あ
り
、
弱
の
色
部
勝
長
は
蹴
鞠
と
と
も
に
和
歌
会
作
法
害
も
伝
授
さ
れ

て
い
た
。
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
も
、
蹴
鞠
だ
け
の
門
弟
と
い
う
場
合
も
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
が
、
和
歌
に
お
い
て
の
門
弟
で
も
あ

っ
た
者
は
少
な
く
な
か
っ
た
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
胡
②
の
今
川
氏
延
の
場
合
は
連
歌
会
を
開
い
て
い
た
人
物
で
も
あ
っ
た
。
以

上
の
よ
う
に
、
当
時
の
文
事
に
繋
が
る
可
能
性
の
あ
る
資
料
が
紹
介
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
飛
鳥
井
家
の
蹴
鞠
伝
授
資
料
と
し
て
、
蹴
鞠
伝
授
書
以
上
に
多
数
現
存
し
て
い
る
の
が
、
当
主
が
門
弟
に
与
え
た
免
状
で
あ
る
。

こ
の
免
状
も
諸
々
の
情
報
を
得
る
資
料
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

向
の
空
白
を
埋
め
る
手
が
か
り
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

伝
授
の
諸
相
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
飛
鳥
井
家
が
地
方
へ
の
下
向
中
に
伝
授
を
行
っ
た
も
の
（
３
．
４
．
別
）
、
都
か
ら
地
方
へ
伝

授
害
を
送
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
も
の
（
岨
）
、
口
伝
を
筆
記
し
た
も
の
（
邪
）
な
ど
、
一
口
に
伝
授
と
言
っ
て
も
様
々
な
形
式
で
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
た
。

へへへ

432
ー…ｰ

〔
注
〕

（
１
）
拙
稿
「
飛
鳥
井
流
和
歌
会
作
法
害
「
和
歌
条
々
』
に
つ
い
て
ｌ
諸
本
と
伝
授
関
係
の
整
理
を
中
心
に
ｌ
」
（
「
国
語
国
文
」
七
八
’

三
、
二
○
○
九
年
二
月
）
、
同
「
飛
鳥
井
家
の
和
歌
会
作
法
伝
授
ｌ
『
和
歌
条
々
』
を
中
心
に
ｌ
」
（
「
和
歌
文
学
研
究
」
一

○
○
、
二
○
一
○
年
六
月
）
。

拙
稿
「
中
世
に
お
け
る
和
歌
と
蹴
鞠
ｌ
伝
授
害
と
作
法
ｌ
」
（
「
中
世
文
学
」
五
六
、
二
○
二
年
六
月
）
。

以
下
、
本
文
の
引
用
に
際
し
て
は
私
に
旧
字
体
は
現
行
の
字
体
に
改
め
、
句
読
点
・
返
り
点
を
付
し
た
。

平
野
神
社
難
波
家
旧
蔵
本
の
調
査
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
の
写
真
帖
に
よ
る
。
便
宜
上
、
分
類
書
名
・
整
理
番
号
も
同
写
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（
咄
）
判
読
不
能
の
文
字
一
文
字
分
を
抹
消
。

（
岨
）
参
考
（
注
妬
）
、
小
川
剛
生
『
武
士
は
な
ぜ
歌
を
詠
む
か

（
妬
）
参
考
、
米
原
正
義
『
戦
国
武
士
と
文
芸
の
研
究
』
（
桜
楓
社
、
一
九
七
六
年
一
○
月
）
。

（
船
）
欠
損
に
よ
り
一
文
字
分
判
読
不
能
。

（
Ⅳ
）
詳
細
は
拙
稿
（
注
１
）
参
照
。

（
５
）
東
北
大
学
狩
野
文
庫
本
の
奥
書
に
は
「
沙
弥
栄
雅
」
と
あ
る
が
誤
写
で
あ
ろ
う
。

（
６
）
『
大
日
本
史
料
』
所
収
本
文
に
よ
る
。

（
７
）
『
大
日
本
史
料
』
所
収
本
文
に
よ
る
。

（
８
）
『
親
長
卿
記
』
文
明
一
三
年
三
月
六
日
条
「
詣
右
幕
下
、
飛
黄
門
、
藤
相
公
許
、
就
鞠
事
有
申
談
事
、
八
日
右
幕
下
張
行
云
々
」
。

（
９
）
本
文
は
続
史
料
大
成
『
後
法
興
院
記
』
に
よ
る
。

（
蛆
）
参
考
『
近
江
八
幡
人
物
伝
』
（
近
江
八
幡
市
郷
士
史
会
、
一
九
八
一
年
二
月
）
。

（
Ⅱ
）
本
文
は
『
改
定
史
籍
集
覧
二
四
』
に
よ
る
。

（
岨
）
参
考
『
新
修
大
津
市
史
二
中
世
』
（
大
津
市
役
所
、
一
九
七
九
年
一
○
月
）
。

（
昭
）
本
文
は
『
大
日
本
古
記
録
』
に
よ
る
。

（
Ｍ
）
『
元
長
卿
記
』
同
日
条
「
酒
宴
半
新
大
納
言
参
仕
、
駿
河
国
下
向
之
事
有
し
之
、
御
暇
歎
（
乞
）
云
々
」
。
「
実
隆
公
記
」
『
碧
玉
集
』

［
口
型
）
○

真
帖
に
よ
っ
た
。
以
下
同
。

に
も
０

鎌
倉
将
軍
か
ら
戦
国
大
名
ま
で
』
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
○
○
八
年
七
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（
刈
）
参
考
、
渡
邊
省
三
『
本
庄
氏
と
色
部
氏
』
（
戎
光
祥
出
版
、
二
○
一
二
年
五
月
）
。

（
開
）
本
文
は
『
戦
国
史
料
叢
書
六
家
康
史
料
集
』
（
人
物
往
来
社
、
一
九
六
五
年
）
に
よ
る
。

ヘヘヘヘ

23222120
ー営……

本
文
は
続
史
料
大
成
『
親
俊
日
記
』
に
よ
る
。

『
続
群
害
類
従
一
五
下
』
（
四
二
二
）
に
よ
る
。
な
お
、
『
朝
倉
始
末
記
』
（
改
定
史
籍
集
覧
六
）
の
「
義
景
於
一
乗
阿
波
賀
原
催

曲
水
詩
歌
事
」
は
「
弘
治
五
年
」
の
こ
と
と
し
て
こ
の
会
の
記
事
を
載
せ
る
が
、
「
弘
治
五
年
」
は
、
永
禄
五
年
を
誤
っ
た
も
の

参
考
（
注
咽
）
。

本
文
は
岩
波
文
庫
『
宗
長
日
記
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
四
月
に
よ
る
。

で
あ
ろ
う
。
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形態 自･転写 箇条数 年月日 西暦 冒頭

巻子本一軸 転写 10 応永16年2月17日 1409 一、身体事／害云凡人の…

巻子本一軸 転写 11 応永35年3月23日 1428 一、鞠根源事／書云蹴鞠は…

巻子本一軸 自筆 21 文明5年3月17日 1473 一、鞠事／白常用之煉鞠…

巻子本一軸 転写 不明 文明5年3月17日 1473 □口四日第一…

(欠損）

袋綴一冊 転写 10 文明10年9月27日 1478 一、鞠根源之事／夫蹴鞠者三国…

巻子本一軸 転写 15 文明13年3月11日 1481 冠／冠は烏帽子よりは…

巻子本一軸 自筆 12 長享2年3月8日 1488 一、庭作事／庭に広略…

巻子本一軸 自筆 10 長享2年12月 1488 一、庭作同懸樹等事／庭に広略…

袋綴一冊 転写 25 長享3年3月 1489 庭作事／鞠庭のひろさ…

袋綴一冊 転写 10 延徳1年10月23日 1489 一、庭作同懸樹等事／庭に広略…

袋綴一冊 転写 25 延徳2年7月 1490 <八境図他〉庭作事／鞠庭の広さ
●●●

袋綴一冊 転写 12 延徳2年9月 1490 一、身体者手持足踏顔持腰仕也…

巻子本一軸 自筆か 12 明応4年2月30日 1495 一、八境図／懸に八のさかひあり
DC●

袋綴一冊 転写 8 明応5年11月17日 1496 南く図〉庭せはくて木の間…

巻子本一軸 自筆か 5 明応7年10月 1498 一、懸植様事／木は安宅…

袋綴一冊 転写 6 明応9年6月 1500 一、鞠庭の事／庭ひろからん…

巻子本一軸 転写か 12 永正1年8月2日 1504 一、身体者手持足踏…

巻子本一軸 自筆 16 永正3年2月 1506 一、庭作事／鞠庭のひろさ屋に…

巻子本一軸 転写 15 永正5年2月 1508 一、庭作様事／鞠庭のひろさ…

巻子本一軸 転写 25 永正5年7月 1508 一、横縮く図〉…庭作様事／鞠庭
のひろさ…

巻子本一軸 転写 9 永正5年8月 1508 身体事／害云凡人のうけたる…

袋綴一冊 転写 10 永正5年9月9日 1508 身体事／害云凡人のうけたる…

－148－



蹴鞠伝授害から見た室町・戦国期における飛鳥井家とその周辺

-149-

ロ
言己

一
言
口 書名 所蔵 請求記号 著者(号） 対象

1 蹴鞠条々大概(イ本） 平野神社難波家

旧蔵

6188.3.68 雅縁(宋雅） 勘解由小路三位入道

(斯波義将）

2 蹴鞠条々大概可存知

事(イ本）

平野神社難波家

|日蔵

6188.3.72 雅縁(宋雅） 管領左衛門督入道殿

(畠山満家）

3 蹴鞠条々口伝 平野神社難波家

旧蔵

6188.3.68 雅親(栄雅） 持是院三位法院妙椿

御房(斎藤妙椿）

4 革勾抄 平野神社難波家

旧蔵

6188.3.68 雅親(栄雅） 持是院三位法院妙椿

御房(斎藤妙椿）

5 蹴鞠条々(ハ本） 平野神社難波家

|日蔵

6188o3．68 雅康(宋世） 朝倉弾正左右衛門尉

孝景

6 蹴鞠条々大概(ハ本） 平野神社難波家

|日蔵

6188.3.68 雅康(宋世） 記載なし(｢上覧者也，

7 蹴鞠之条々大概 大東急記念文庫 33.5.128 雅康(宋世） 寺町三郎左衛門尉道

隆

8 蹴鞠之条々大概 天理大学図書館 783.27.39 雅康(宋世） 遊佐九郎左衛門尉長

孝

9 蹴鞠条々（革勾条々

イ本の内）

平野神社難波家

|日蔵

6188.3.69 雅親(栄雅） 大内左京大夫(大内

政弘）

10 蹴鞠条々大概 高知県立図書館 ヤ911．41 雅康(宋世)か 記載なし

11 蹴鞠条々(二本） 平野神社難波家

旧蔵

6188.3o69 雅親(栄雅） 左大弁宰相殿(葉室

光忠）

12 十二箇条々肝心抄 島原図書館松平

文庫本

117.96 雅康(宋世） 赤松兵部少輔殿(赤

松政則）

13 蹴鞠条々（ホ本） 平野神社難波家

|日蔵

6188.3.69 雅俊 藤原豊能

14 革銅条々(ハ本） 平野神社難波家

|日蔵

6188.3.69 雅康(宋世） 太田三郎右衛門尉家

綱

15 蹴鞠条々(へ本） 平野神社難波家

旧蔵

6188.3.69 雅俊 千代菊

16 蹴鞠条々事 内閣文庫 199.261 雅俊 記載なし

17 最秘抄 平野神社難波家

旧蔵

6188.3.32 雅康(宋世） 上杉龍松丸殿

18 蹴鞠条々 大東急記念文庫 33.6.129･イ 雅俊 源政真

19 蹴鞠条々（リ本） 平野神社難波家

旧蔵

6188.3.71 雅俊 三条亜相(三条実望）

20 蹴鞠条々（ヌ本） 平野神社難波家

旧蔵

6188.3.71 雅俊 大内左京大夫(大内

義

21 蹴鞠条々大概(二本） 平野神社難波家

旧蔵

6188.3.71 雅康(宋世） 浅見次郎兵衛長澄

22 蹴鞠之条々大概 宮内庁書陵部 453.2 雅康(宋世） 案東次郎兵衛尉道俊



形態 自･転写 箇条数

袋綴一冊 転写 15

袋綴一冊 転写 17

巻子本一軸 転写 21

袋綴一冊 転写 12

巻子本一軸 自筆 4

袋綴一冊 転写 7

綴葉装一帖 転写 12

巻子本一軸 転写 1

巻子本一軸 転写 20

袋綴一冊 転写 22

巻子本一軸 自筆草稿 20

未確認 自筆か 10

巻子本一軸 転写か 34

巻子本一軸 転写か 29

巻子本一軸 自筆 10か

(欠損）

年月日

(永正6年以前）

永正7年7月

永正12年5月

永正13年

永正14年7月

永正14年12月

永正15年11月

永正17年6月

永正17年7月

(天文22年3月16

日以前）

天文7年5月3日

永禄5年5月28日

永禄7年7月

慶長11年6月23日

慶長18年4月12日
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西暦

1509

以前

1510

1515

1516

1517

1517

1518

1520

1520

1553

以前

1538

1562

1564

1606

1613

冒頭

晴会あらいとては…

庭作事／一鞠庭のひろさ…

一、懸樹事／懸植る事重々あり…

一、此儀は天地人をまつる儀也…

一、庭作事／鞠庭のひろさ式の…

一、身体之事／かほもちのあふぬ

かす…

懸樹木事／式の懸とは桜柳楓松也
●●り

禁裏様の御鞠には…

一、三段の事／鞠に序破急あるく

し…

一、足つ出む事／紙を四に折て天

一、庭作事／鞠庭のひろさ屋によ

り…

一、庭作事…

一、夫蹴鞠之おこりは皇帝…

鞠は黄帝、豈尤をほろほせし時…

八境図／懸に八のさかひあり…
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記号 書名 所蔵 請求記号 著者(号）

23 書名未詳 内閣文庫 199.261 雅康(宋世）

24 蹴鞠条々 内閣文庫 199.271 ｢雅経｣(ママ）

25 蹴鞠条々(ル本） 平野神社難波家 6188.3.71 雅俊

|日蔵

26 蹴鞠道口伝之条々 肥前松平文庫 117.96 雅俊

27 蹴鞠条々 大東急記念文庫 33.6.129.口 雅綱

28 革銅条々（イ本） 平野神社難波家 6188.3.69 雅俊

旧蔵

29 蹴鞠条々 平野神社難波家 6188.3.70 雅俊

旧蔵

30 御鞠御座事 平野神社難波家 6188.3.73 雅俊

旧蔵

31 蹴鞠条々（ヲ本） 平野神社難波家 6188.3.71 雅俊

旧蔵

32 蹴鞠条々 尊経閣文庫 16．7 雅親か

33 蹴鞠条々(チ本） 平野神社難波家 6188.3.70 雅綱･雅俊

旧蔵

34 蹴鞠之条々 伊達家文書 3258 雅春

35 蹴鞠条々（ワ本） 平野神社難波家 6188.3.71 雅春

旧蔵

36 蹴鞠条々（力本） 平野神社難波家 6188.3.72 雅庸

旧蔵

37 蹴鞠と条々（ヨ本） 平野神社難波家 6188.3.72 雅庸

|日蔵
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対象

九里伊賀守

畠山右馬頭尹胤殿

今川治部大輔氏親

近衛植家（雅俊の

｢物語」を植家が筆

記）

神戸平四郎□□

亀童丸殿(大内義隆

か）

胄蓮院御門主(尊鎮）

右京兆(細川高国）

大内周防介殿(大内

義隆）

記載なし

武田彦次郎信豊他

伊達晴宗

越中守勝長

｢貴方」

越前少々忠直朝臣


